
  大人と同じように、子どもは個性豊かです。親や大人

にとっては、子どもは見ていて心配な行動をするように見

えるかもしれません。しかし、彼らなりの考えを持ってい

るのではないでしょうか。動きの止まらない子は、そうし

ながら自分なりのペースをつかもうとしているのかもし

れません。人前で話そうとしない子は、じっと自分なりの

考えを創造しているのかもしれません。しつこくまとわり

ついてくる子は、何かを訴えているのかもしれません。 

 そういうことが考えられる大人になりたいです。かつ

て、法隆寺の宮大工の棟梁をされていた西岡常一という方

が、「お寺を建てるには、木を山ごと買って、東にある木

は東の柱に使い、西にある木は西の柱に使い、南にある木

は南の柱に使い、北にある木は北の柱に使う。木の特徴を

掴んで使うことが大事。それと同じように、職人もそれぞ

れの個性がある。槍鉋を使えば素晴らしい木の滑らかさを

出す職人、金槌で木の硬さや釘の曲がり具合まで見抜いて

打ち込む職人等々。その個性をうまく生かし組み合わせて

いくのが、棟梁の仕事だ。」とおっしゃっていたのをテレ

ビで見たことがあります。 

 いろいろな子どもに、その子に応じた接し方を考えその

個性を伸ばしていくことが親や大人の務めではないかと

思います。そうすることで、子どもの未来が開けていくこ

とがあるかもしれません。 

 未来を担う子どもを、大きくたくましくやさしく育てて

いきたいものです。 

【日 程】３月１日（月）～１３日（土） 

【場 所】大町会館 玄関ホール 

 

の教室･行事予定 

西条市人権教育協議会・西条市人権擁護課 

      

 

 

        

  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  曜 教 室・行 事 等     

1 月 健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

3 水 フォークダンス（10:00～12:00） 

5 金 

隣保館長･指導職員合同研修会（松山） 

健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:30～21:00） 

8 月 健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

9 火 茶道（13:30～15:30） 

12 金 
健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:30～21:00） 

13 土 詩吟（19:00～21:00） 

15 月 健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

17 水 
フォークダンス（10:00～12:00） 

健康相談（13:30～15:30） 

19 金 
健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:30～21:00） 

20 土 春分の日 

22 月 健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

23 火 茶道（13:30～15:30） 

26 金 
健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:30～21:00） 

27 土 詩吟（19:00～21:00） 
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一人で悩まないで、まずはお気軽にご相談ください。 

ここ大町会館（隣保館）は、人と出会い、交流、

つながる場です。偏見や差別、排除のない多様な生

き方やこれからの社会の在り方を語り合う場です。 

人と人がつながり合う社会に関心がある方、何かを

始めたいと思っている方、お気軽にお立ち寄りくだ

さい。ご心配事、悩み事など各種相談、お申込み･お

問い合わせは、西条市大町会館（☎0897－55－

5393）まで、お気軽にご相談ください。 

第 251回 会館ミニ展示会 

～毎月 10日は人権を考える日～ 

『大保木わかばサロン手芸展』 

開館時間： 平日 8：30～17：00 

       土曜日 8：30～12：00 

土曜日の午後、日曜日、国民の祝日、年末 

年始（12/29～1/3）は閉館しています。 

「子どもの人権を守る」 

 ２月１３日（土）、西条市総合福祉センターで西条市子ども会育成会交流学習発表会が開催され、

大町竹の子会子ども会と神戸コスモス子ども会のメンバーがこの一年間の取り組みについて発表

しました。大町・神戸の両子ども会ともコロナ禍で調理や飲食ができないなど、子ども会活動の内

容等を変更しなければならない一年でしたが、こういう時だからこそ自分たちの住んでいるふるさ

と大町・神戸に目を向けようということで親子フィールドワークを実施することにしました。 

 実際に現地に出かけ、地域の人にお話を聞き、自分の目で見て感じることのできるフィールドワ

ークの大切さを改めて再認識することができました。 

 そして、フィールドワークマップづくりを通して、ふるさと西条の豊かな自然や文化、伝統と歴

史のある西条のすばらしいところを知ることができ、差別に負けず、ふるさと西条を守った先人た

ちのたくましい生き方について学ぶことができました。 

この学びを今後の自分の生き方に生かすことができるよう、子ども会活動をさらに充実・発展・

継続していきたいと考えています。 

この一年間、子ども会活動を支えご協力いただいた各校の先生方、地域の諸団体、保護者、地域

の皆さま、本当にありがとうございました。 



 ２月９日（火）、2020 年度愛媛県人権教育協議会加盟団体実践交流学習会が砥部町中央公民館で

開催されました。新型コロナウイルス感染拡大防止を徹底する中での開催となり、愛媛県人権教育

甲議会会長代行の米田孝弘先生がコーディネーターを務め、６本の実践報告と協議がなされました。 

 内子町立五十崎自治センター『五十崎自治センター活動報告』、松野町立虹の森まつの保育園『心

と心の触れ合う保育～保育園だ～いすき！いっぱい遊ぼう～』、大洲市立大洲幼稚園『部落問題と向

き合い、自分と向き合う』、伊予市扶桑会館『人権問題学習を通じてともに学び、つながり合う講座

へ』、東温市立上林小学校 PTA『PTA における人権教育、同和教育の取り組みについて』、伊方町立

伊方小学校『親と子が共に学び、共に育つ PTA 活動～人権学習を通して～』でした。 

 実践報告の中では、同じ隣保館である伊予市扶桑会館の梅崎五十鈴館長さんによる『参加者提案

型講座』の取組が大変興味深かったです。年５回の単発的な人権教育講座から「人権教育講座運営

委員会」を立ち上げ、年間テーマをもとに１５年間かけて積み上げられた人権教育講座は、お互い

が学び合う講座へ、そして、教職員や市行政職員だけでなく人権 

委員会の中学生の参加など参加者の広がりとつながり合う場とし 

て大きく変革していることがとても参考になりました。毎回感動 

があり、展望は自分たちの手で差別解消をしようという指導者や 

参加者の熱い思いを感じ取ることができ、とても印象的でした。 

今後の隣保館運営に取り入れていきたいと思いました。 

 ２月１５日（月）、西条東消防署隊員４名に来ていただき、避難訓練を実施しました。 

会館利用者に対して、突発的な火災や地震発生時に迅速・安全な避難ができるよう避難誘導、避

難訓練を行いました。続いて水消火器を使った初期消火訓練を行う予定でしたが、小雨が降って

きたため屋内に移動し、隊員の方に消火器の使い方について教えていただきました。 

その後「住宅用火災報知器」や「非常持ち出し袋」「各地域の自主防災組織の避難訓練への参加」

など、防火防災に関するお話を聞き、いざという時の備えや 

自助・共助・公助の大切さについて学びました。 

 最後に、館長から直近の話題である新型コロナウイルス感 

染症対策や発熱等の風邪症状がある場合の対応等について、 

資料に基づいてお話させていただきました。 

 ご参加いただいた健康・太極拳教室の皆さん、ありがとう 

ございました。 

 ２月１８日（木）、令和２年度大町会館運営協力委員会役員会を開催しました。 

令和２年度の会館運営や事業実施報告及び令和３年度事業計画、次年度役員に

ついて協議の上、ご承認いただきました。 

また、例年３月に開催していました「大町会館運営協力委員会」は、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため中止とし、書面での報告をもって開催に代えさせ

ていただくこともご了承いただきました。 

 次年度も地域に開かれたコミュニティ 

センターとして、人権啓発の拠点となる 

よう、また誰もが気軽に集える場所とな 

るよう取り組んでまいりたいと思います。 

引き続きご理解とご協力を賜りますよう 

よろしくお願い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開館時間】 ９：００ ～ １７：００ （月～金） 

【休 館 日】 土曜日 ・ 日曜日 ・ 国民の祝日 

年末年始（12/29～1/3） 

令和３年４月１日より、開館時間及び休館日が変更になります！ 

下線部が変更点です。 
 

 


